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午後６時００分開会 

○青山青少年課長 お待たせいたしました。本日はご多忙の中、夜間にもかかわらず、青

少年問題協議会第４回専門部会にご出席いただきましてまことにありがとうございます。

定刻となりましたので、まだお見えになっていない委員の方もいらっしゃいますが、ただ

いまから開催させていただきます。 

前田部会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

〇前田部会長 それでは、早速ですが、議事に入ってまいりたいと思います。 

 「ネット・ケータイをめぐる有害情報及び不法行為への対応策について」をこれから審

議していただくわけですけれども、まず事務局から資料のご説明をいただいて、その後、

論点を挙げていただいているものに従って議論をしてまいりたいと思います。 

課長から資料に従ってご説明をいただければと思います。よろしくお願いします。 

〇青山青少年課長 これまで３回にわたり専門部会でヒアリングを行いまして、委員を含

めた４人の方々からのご発表と、委員の皆様による質疑、意見交換がございました。それ

らを踏まえまして、事務局のほうで再度まとめるような形で、ネット・ケータイに関する

資料ということで作成いたしました。目次を含めて全部で２２ページのものですが、今卓

上にお配りしておりますとおり、差し替えといいますか、新しい数字に変わったものがご

ざいますので、そのところ７ページ、８ページを、卓上にお配りしているものと差し替え

ていただければと思います。 

この資料につきましては、初回に事務局から説明申し上げた内容と重複している部分も

ございますが、時間の都合等もあり詳細にご紹介できなかったもの、あるいは質疑があっ

た関係のものを新たに加えておりますので、本日はそういった点を中心に触れてまいりた

いと思っております。 

資料１及び資料２の論点整理ともにネット・ケータイの問題に絞っておりますので、有

害図書など情報の内容に絡む問題、児童ポルノの問題などもそちらに入るのかと思います

が、そちらにつきましては２～３回先の専門部会で同じように資料と論点整理ということ

で用意して議論をいただきたいと思っております。 

資料１の最初のページは目次となります。こういった形で現状と問題点、国の取組、都

の取組、他県の状況、業界の対応ということでまとめさせていただいております。 

１ページの⑴「現状と問題点」、最初のページでは導入も兼ねまして、問題の深刻性とか

重要性について、さまざまな資料により明らかにしております。 
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①ですが、最初に書かせていただいておりますのは、安川委員のご発表、資料提供をい

ただきましたとおり、今の子どもたちがケータイに縛られている現状、その下のほうでも、

いろいろな著書名とか、大学の研究室の報告書から抜き出したものでございますけれども、

子どものメール依存という問題についていろいろ分析がなされております。 

生活上の問題点としては、平成１９年度のＰＴＡ全国協議会の意識調査というところで、

勉強や授業に集中できなくなる、親への隠し事がふえる、生活のリズムが崩れるなど、生

活のさまざまな側面で支障があるということが挙げられておりますし、一番下にあります

ように、セガの調査ですが、おふろで携帯電話を使ったことがある１０代の青少年は５２．

６％にものぼっていたという調査結果も出ております。 

２ページ目になりますが、②「フィルタリングの認知度及び普及率」の推移を載せてお

ります。 

認知度、実態調査、報道発表ということで、三つのカテゴリーに分けておりますけれど

も、調査時期だけでなくて、調査自体により調査対象の属性が異なるからだと思いますが、

同じような時期でも数値に差が見られております。 

報道発表の一番下のところにございますが、社団法人電気通信事業者協会（ＴＣＡ）が

半年に１度発表している、事業者側で把握しているフィルタリングの利用者数は着実に１

００万単位以上でふえ続けております。しかし、お聞きしましたところ、もともとの母数

となる、インターネットに接続できる携帯電話を持っている小中高校生の正確な数がわか

りませんので、あくまでも推計で約７５０万人といたしますと、２０年９月末現在で約６

０％の普及率と見られております。 

実態調査のところで、平成２１年２月、「フィルタリングに関する実態調査（東京都青少

年・治安対策本部）」というのがありますが、最新の調査でございまして、３月１８日にプ

レス発表したところでございまして、そちらの内容につきましては、参考資料ということ

でお配りした中の一番後のほうに、プレスの発表資料と一緒につけております。こちらは

小学４～６年生、中学１～３年生で、ケータイを持っている子ども 300 名の保護者に対す

る調査だったんですけれども、加入率（普及率）は、そこに書かれておりますとおり６割

弱ということだったんですが、こちらの調査の主な訴求項目としては、新規契約時点で入

らなかった未加入者の８割が、事業者が昨年の秋以降、勧奨した後にも加入していないと

いう実態がありますということで、こちらの内容をつい先日発表しております。細かく説

明する時間がございませんが、後ほどごらんいただきたいと思います。 
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３ページ、４ページ目におきましては、第１回専門部会で事務局からご説明をいたしま

した、子どもが加害者となる行為の態様、違法情報、有害情報、公序良俗に反する情報の

分類、４ページ目になりますが、インターネット上の違法・有害情報と関係法令について、

再度要約をした形で載せております。 

オリジナルの第１回専門部会の資料にございました、法令の適用の限界等につきまして

は重複にもなりますので、本資料では省略しております。こちらも一旦ご説明をいたしま

したところですので省略をさせていただきます。 

５ページの⑵「国の取組」に移ります。 

①につきましては青少年インターネット環境整備法の概要でございます。こちらの法律

は、あと６日に迫っておりますが、４月１日から施行になります。 

青少年のインターネット利用に関しての基本法というようなものかと思いますけれども、

こちらの法律の中では、何が有害情報に該当するかというものは例示にとどめまして、１

８歳未満の青少年が有害情報を閲覧する機会を最小化するため、事業者、保護者、学校等

いろいろな主体がフィルタリング普及促進に取り組むことを後押ししている内容かと思い

ます。 

法律の目的の第１としては、青少年にインターネットを適切に活用する能力を習得させ

ることを挙げておりまして、そのための教育や啓発活動の推進を規定しております。 

保護者に対しましては、子どもがネット上の有害情報の悪影響を受けないように、フィ

ルタリングなどの活用を検討すること、１８歳未満の子どものためにケータイを購入・使

用させる場合は、保護者がその旨を事業者に申し出ること、この二つが保護者の責務とさ

れたところでございます。 

３月に入ってから、内閣府でもキャンペーンをいろいろ事業者さんと一緒にやっており

ますが、保護者にこの法律の内容や責務の内容をまず知っていただくということで、周知

についてもかなり力を入れられているところでございます。 

また、この法律の大きな特徴としましては、民間の関係者の自主的、主体的な取組に基

盤を置いております。インターネット事業者の義務といたしましては、１８歳未満のケー

タイ利用者に対するフィルタリング提供義務、ネット接続ができる機器を製造する事業者

に対してはフィルタリングソフトウェアの組み込みなど、利用しやすくして提供すること

などが義務化されております。 

また、特定サーバー管理者の努力義務として、有害情報の閲覧防止措置を講じること、
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また、保護者などからの問い合わせ窓口を整備することなどが義務づけられております。 

こちらの説明文なり、下のほうの総務省の資料の図にもございますけれども、民間団体

事業者の取組が基本ですが、これに対して政府や地方公共団体が必要な支援に努めること

というのが規定されておりますので、東京都といたしましても、保護者や青少年に対する

働きかけだけでなくて、事業者に対しても呼びかけたり、支援を行っていくことが必要か

と思っております。 

６ページの②「フィルタリングの導入促進」ということで、総務省等によるフィルタリ

ングの導入促進の要請、取組について時系列を追っております。 

総務大臣から携帯電話事業者等への要請につきましては、１８年１１月以降、合計３回

行われておりますが、その内容についてもずいぶん進展が見られております。 

当初はスタンスとしては、あくまで保護者が要望すればフィルタリングを導入するとい

うことで、保護者の意思を確認するというレベルだったんですけれども、第２回目の１９

年１２月に関しましては報道でも大きく取り上げられたんですけれども、フィルタリング

の利用が原則という明確な方針転換がされているかと思われます。 

第３回目につきましては、平成２０年４月に行われたんですが、第２回の要請を踏まえ

た、総務省の中の有識者を含めた検討会での検討内容も踏まえまして、より具体的に、第

三者機関の認定サイトをフィルタリングに反映すること、デフォルトのフィルタリングを

ブラックリスト方式とすること、その他、既存の１８歳未満の利用者について保護者の意

思確認を徹底することや、よりきめ細かなフィルタリングサービスの開発提供について具

体的に要請がなされまして、現在、事業者においては、この要請内容を満たすべく順次作

業を行っている最中でございます。その状況につきましては、資料の後のほうでもう一度

ご説明申し上げます。 

総務省、警察庁及び文部科学省につきましても合同で３回にわたり、都道府県知事、教

育委員会、都道府県警察に対し、フィルタリングの普及促進やネットの適正利用について

住民に啓発を行うよう要請をしております。最新のものにつきましては、青少年インター

ネット環境整備法ができたということで、その内容の周知という内容になっております。 

フィルタリング普及啓発アクションプランにつきましては、フィルタリングに関する４

業界、計６団体が数値目標を設定して普及促進に取り組んだということで、その目標は達

成されているという内容になっております。 

７ページの③「保護者等への啓発活動及び情報モラル教育の充実」につきましては、詳
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細については記載のとおりということで、総務省、文部科学省によるｅ－ネット安心講座、

経済産業省と日本ネットワークセキュリティ協会によるインターネット安全教室というこ

とで開催されておりまして、それぞれ対象や内容、実施回数につきましては資料のとおり

でございます。 

さらに文部科学省では、子どもや保護者向けにリーフレットやＤＶＤ、教員に対しては、

ネットいじめに対応するためのマニュアル等を作成し配布するというような取組が行われ

ております。 

８ページの④⑤につきましては、警察庁からの委託事業ということで、吉川委員からの

ご発表もいただいたところでございますが、財団法人インターネット協会が受託されてお

りますインターネット・ホットラインセンターの最新の２０年１２月末現在の通報処理及

び警察の対応状況についての件数です。それから、昨年の１０月から始まりましたサイバ

ーパトロール業務の民間委託の概要でございます。 

９ページの⑶「都の取組」に移らせていただきます。都の取組につきましては、国の取

組に比べまして、詳しくご存じでない方が多いかと思いますので、今一度詳細にご説明申

し上げます。 

インターネット上の青少年に有害な情報対策としては、平成１７年３月の青少年健全育

成条例の改正によりまして、１番目の内容といたしましては、プロバイダに対し、フィル

タリングの開発提供の努力義務を課しました。２番目としまして、契約時には青少年の利

用の有無を確認してフィルタリングの提供を告知し、利用を勧奨する、かつ、これを標準

契約内容とするということで、そういった内容の努力義務を設けました。保護者に対して

も、青少年のためのフィルタリングの利用、インターネット利用について青少年に対する

教育に努めること、都に対しても普及、開発、教育の施策の推進に努めることなどを定め

ておりますので、こちらの内容につきましては、４年前になりますけれども、すでに青少

年インターネット環境整備法で規定されている内容の一部を先取りしたものとなっており

ます。 

このほか、ネットカフェに対しましても、青少年が利用する端末へのフィルタリングの

装備について努力義務を課しております。こちらの１回目の改正を１７年３月に行いまし

て１０月に施行されたのですが、この改正の後に家電量販店、ケータイショップなどを調

査いたしましたところ、顧客と直接にやりとりする販売契約の現場でフィルタリングの告

知・勧奨がほとんど行われていない、お店の人の意識もほとんどないということが判明い
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たしまして、そういった事態がございましたので、１９年３月、２度目の条例改正を行い

ました。 

この内容では、プロバイダのために利用者と契約締結の媒介取次代理などを行う者とい

うことで、具体的には家電量販店とかケータイ販売ショップの店員ということになるんで

すが、この人たちに対しても告知・勧奨の努力義務を設けまして、１９年７月１日に施行

されております。 

周知・広報活動に移りますが、２度にわたる条例改正の内容を事業者や都民に周知する

ために、「東京大作戦」という名前をつけておりますが、各種広報啓発活動を行いました。 

内容といたしましては、事業者に集まってもらって、努力義務ではあるんですが、条例

上の義務の内容を実現するためにそれぞれどういう形で店員の教育を行うのかとか、どう

いう形でポップなどを店頭に貼り出すのか、そういった決意を表明していただいたり、新

宿駅西口広場等で実際に、フィルタリングについて、お店の人と一緒に都民の方にご説明

をしたり、アンケートをしたり、そのほかテレビ番組等による周知・広報なども行ってお

ります。 

フィルタリングに関する実態調査でございますが、条例施行による効果測定を兼ねまし

て、青少年・治安対策本部で実施したものの結果でございます。 

最初の２回ですが、家電量販店やケータイ販売店を対象としたものでございます。 

１８年２月に行いました初回では、表の中には書いてございませんが、フィルタリング

を告知・勧奨している店舗から実際に２４７店回収した中で、フィルタリングを告知・勧

奨している店舗は約２８％だったということで、これが第２回目の条例改正につながった

わけです。その後平成２０年２月、２回目の条例改正の半年後の状況ですが、回収数３８

７店舗のうち、フィルタリングの告知・勧奨をしていた店舗の割合は約８６％ということ

で、大幅な伸びが見られたところでございます。３回目の調査は、参考資料につけており

ますということで先ほどご紹介したものでございます。 

一番下の〇につきましては、青少年育成条例の施行状況といいますか、運用実態を立入

調査するということで、都の職員が、条例の対象となるいろいろな店舗や事業所に対して

立入を行っているんですけれども、その結果でございます。 

条例の遵守の状況ということで、ネットカフェへの立入調査の結果では、６２店舗立ち

入った中で１７店舗しかフィルタリングを導入していないということで、３分の１に満た

ない状況でございました。 
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１０ページの②は、東京都の各部局が主催して実施している啓発事業等の内容でござい

ます。 

一番上の〇にございますファミリｅルール講座につきましては、わりとユニークな取組

ということで、ときどきマスコミの取材を受けたり、国からも注目されて、総務省の報告

書に登載されたりもしている事業でございます。 

前回第３回の専門部会で冊子を配付したかと思いますけれども、こちらの内容につきま

しては、各家庭において親子がネットやゲーム利用に関するルールづくりをすることがで

きるように、グループワーク形式で実践的に学んでいただくという内容でございます。学

校や公民館などにおきまして、小学生や中学生の保護者、場合によっては学校の先生や地

域の方々も一緒に参加していただきまして、１９年３月から開始しておりますが、２０年

３月末現在で合計６１回、２，５００名を超える方々の参加を得ております。 

また、グループワークを行う人材としてファシリテータ、ボランティアの方々ではある

んですが、グループワークができるようにネットの知識を身につけた方々を毎年１００名

以上の規模で養成しております。 

さらに、こちらの講座に専門性を加味するために、昨年１０月からｅメディアリーダー

というような、ＩＴの専門知識を持って、しかもグループワークができる人材を３０余名

養成いたしまして、次年度もこういったニーズが非常に高まっておりますので、全都で講

座の実施を展開していく予定でございます。 

次にございますのは、教育庁が行っておりますインターネット親子セーフティ講座で、

１７年から１９年度の３カ年で開催しております。各学校では１８年度から全校で開催し

ているセーフティ教室というのがありまして、この中でもいろいろな事案を取り扱ってお

りますけれども、ハイテク犯罪防止についてもやっております。 

１７年度に都内の小学校、中学校、高校合わせて７０校を情報モラル教育実践モデル校

に指定しまして、ここで実践研究されました情報モラル教育の事例を全校にフィードバッ

クして、事例集ということで配布されたということであります。 

最近の動きとしまして、平成２０年７月に公立の小中高校、特別養護学校の生徒、保護

者等を対象に、ネット・ケータイ利用に関する実態調査を行いまして、この内容を踏まえ

まして１０月に児童生徒、保護者、教員、事業者４者それぞれに向けまして、具体的な行

動を呼びかけるためのアピールを発出しました。 

さらに、初回の専門部会でも資料配付させていただきましたが、本年１月末には、学校
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において教職員が指導を行うための資料、「子どもが被害者にも加害者にもならないため

に」というものが都内の全公立学校の教職員に配付されております。 

１１ページの③④は２１年度の新規事業ということで予算が成立したものでございます。 

上のほうは青少年・治安対策本部の新規事業でございますネット・ケータイヘルプデス

ク、まだ仮称ですが、になります。こちらの内容としましては、青少年のネット上のトラ

ブル、携帯電話等のトラブルに対応するために、電話あるいはメールで相談を受け付けま

して、解決の道筋を示したり、専門的な機関で取り扱ったほうがいいものにつきましては、

適切な機関に対して措置をとってもらうように連携する、そういった形の相談窓口を開設、

運営をする事業を、委託ですが、行う予定でございます。 

図が示してございますけれども、青少年、保護者から「トラブルが発生しました」とい

うことで、例えば「チェーンメールが来ました」ということであれば、無視するよう助言

するか、心配であれば転送先を紹介しますよということで、その場の電話なりメールなり

の１回の応対で済みますけれども、中傷があったり、その後に事件化が必要なものとか、

削除要求をしなければいけないものなどにつきましては、助言を行うだけでなく、本人に

代わってやってあげられるものについてはやってあげるということになりますし、警察等

に引き継ぐ場合もあり得ます。また、右側に双方向の矢印がございますけれども、こちら

では関係事業者等、フィルタリング開発等ということで、情報提供という箱がございます

が、青少年インターネット環境整備法で、民間事業者に対して地方公共団体が支援を行う

という規定もございましたように、都の委託事業におきまして相談を通して得られました

トラブルのパターンなど、そういったものがフィルタリングの開発に役立つということが

考えられますので、民間の関係事業者等に対しても情報提供を行うということで考えてお

ります。 

④の教育庁の事業ですが、学校裏サイト監視の民間委託ということで、公立学校約２，

２００のそれぞれに代わりまして、教育委員会が専門事業者に委託をしてネットの監視を

行い、裏サイトの有無を調査して、具体的な誹謗中傷やいじめ、犯罪につながるおそれの

ある書き込み等については通報、削除依頼などのアクションを起こすものでございます。 

いずれにしましても、重なる部分も非常にありますし、青少年・治安対策本部と教育庁

とで連携して行っていくべき事業でございますので、そのほかの機関も含めまして、都庁

全体としてこういった事業も行っていきたいと思っております。 

１２ページの⑷「他県の状況」でございます。 
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先ほど東京都の健全育成条例についてご説明いたしましたが、長野県を除きまして、青

少年保護育成条例とか児童愛護条例とかいろいろな名前になっておりますが、同じような

条例が全国４６都道府県でつくられております。 

インターネットに関連して、全国で類似の規定がどうなっているかというのを調べた結

果でございます。 

空白になっているところもありますように、インターネットに関する規定がない県もご

ざいますが、１８年以降ぐらいに続々と同様の規定が整備されている状況でございます。 

ほとんどの県が、東京都と同じようなプロバイダによるフィルタリングの開発義務、提

供義務、そういったものですけれども、特徴のあるところのみ申し上げますと、鳥取県は

２０年４月１日に改正条例を施行いたしました。 

ネットカフェのみならず、公共施設や公民館、ホテル、家電量販店なども含め、インタ

ーネットを不特定多数の利用に供する施設の管理者を名あて人としまして、青少年が使い

たいと言った場合の年齢の確認義務、ネットの端末でのフィルタリング提供義務を課しま

して、違反があった場合には知事が改善報告書の提出や改善を命じまして、従わなければ

罰金が適用されるという内容でございます。 

広島市は２０年７月１日に「広島市青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関す

る条例」を施行しております。青少年を過度のメディア依存から引き離すこと等の基本方

針に基づきまして、啓発とかフィルタリング普及に努める条例ですけれども、パソコン・

ケータイなどの販売、貸付等をする事業者に対しまして、それぞれの種別に応じまして、

そこに記載したとおりの具体的な義務が課されております。 

例えばインターネット接続機器、携帯電話を除くＰＣ等の販売事業者などは、青少年が

利用することが見込まれるときはフィルタリング機能を備えるよう勧奨しなければならな

い、携帯電話の販売事業者については、青少年が利用することが見込まれるときはフィル

タリング機能を備えた状態にして販売しなければならない、インターネットカフェ事業者

については、青少年に当該機器を利用させようとする場合においては、フィルタリング機

能を備えた状態にした上で利用させなければならない、電子メディアにより情報を発信し

媒介することを業とする者は、青少年に有害情報の閲覧または視聴をさせないよう適正な

環境を保持しなければならないといった内容でございます。これらを遵守しない事業者に

対しては市が立入調査、指導・勧告を行いまして、指導・勧告に従わない事業者の氏名、

住所等は公表される内容になっております。 
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兵庫県では、調査した時点で、現在の議会に条例改正案を上程中でありまして、その内

容といたしましては、すでに兵庫県自体は、条例の中に、東京都も含めた他県とほとんど

同じようなプロバイダーやネットカフェ、保護者に対する努力義務を設けているんですけ

れども、これを「努めなければならない」という書き方ではなくて「しなければならない」

ということで、努力義務じゃなくて義務としたいという内容でございます。ただし、罰則

は設ける予定はないということです。 

新たに設けられる特徴のある規定といたしましては、条例で定める正当な事由がない限

り、原則として、青少年が利用する携帯電話へのフィルタリング利用を義務化するという

ことです。条例で定める正当な事由として考えられているのが、障害や疾病を持つ青少年

がコミュニケーションの手段として利用する場合、就労している青少年が業務に関し受発

信する場合、会社で使う場合や芸能人などの場合とかあると思いますが、そういった場合、

保護者が青少年のアクセス履歴など利用状況のすべてを管理する場合、その他知事が定め

る場合というようなことで、かなり限定した正当な事由がない限りは、携帯電話にフィル

タリングの利用を義務化するというものです。 

保護者がフィルタリング不要と事業者に対して申し入れるときは、その旨を書面に記載

して事業者に提出する義務、ケータイ事業者は、保護者からもらった申出書を契約期間中

保管する義務、こういった義務を定めるということでございます。 

事業者に対しては立入調査をして指導勧告をしたり、従わない場合の氏名、住所等の公

表がされる予定でありまして、保護者に対しても県が説明や資料を求め、必要な調査がで

きるという内容となっておりまして、成立すれば、２１年７月から施行されるということ

でございます。 

１３ページの⑸「業界の対応」に移らせていただきます。 

①につきましてはケータイ各社で進めてきた取組をまとめたものでございます。国の取

組のところでも触れましたように、昨年４月に総務大臣からケータイ各社に対して、フィ

ルタリング改善に向けた３回目の要請がなされました。 

フィルタリングの方式は、決まったサイトにしたアクセスできないホワイトリスト、特

定のカテゴリーへのアクセスが制限されるブラックリストの２種類がございますが、第三

者機関が認定したサイトについてはフィルタリングの内容に反映し、ブラックリストの制

限対象から外すという取組が本年の１月から２月に始まっております。 

下の表で、ＥＭＡリストの反映ということで、ドコモが１月９日から、ＫＤＤＩは２月
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３日、ソフトバンクは１月末、ウィルコムは１月からということでございます。 

１８歳未満の方が契約者となっている場合に、昨年１０月から、フィルタリングを利用

させるかさせないかの意思確認をダイレクトメール等で保護者に対して個別に行いまして、

不要の申し出がなかった方につきましては、１月下旬以降順次、フィルタリングを設定し

始めております。これが表の②でございます。 

さらに、利用者の状況やニーズに合わせたカスタマイズ化の要請も受けまして、本年１

月９日、ドコモがいち早く、サイトやカテゴリーの取捨選択をできるサービスを開始して

おります。ＮＴＴドコモの例がございますが、ブラックリストのフィルタリングを利用し

つつ、保護者が選ぶなどした特定のサイトのみアクセスを許可するという内容でございま

す。 

次回４月２４日に予定しておりますが、第５回の専門部会に、可能であれば、ケータイ

各社からオブザーバーとして参加をいただきまして、いろいろ個別のサービスについても

ご質問に対応できるようにしたいと考えております。 

１４ページの②につきましては、インターネットカフェ・まんが喫茶の現状についてで

ございます。警視庁が今月まとめた調査結果を使わせていただいております。都内のネッ

トカフェ店舗数は５７５店ということでだいぶ増えているということですが、フィルタリ

ングの実施率は３割弱でございます。 

日本複合カフェ協会に加盟している店舗に対しましては、協会から、青少年の利用者に

ついてはオープン席でフィルタリングのかかっているパソコンを利用するように指導して

おりますが、協会加盟率が３６％と低いこともありまして、なかなかフィルタリング導入

が進まない状況かと思われます。 

 １５ページはモバイルコンテンツ審査・運用監視機構（ＥＭＡ）についてでございます。 

 前回、桑子様からの発表に関連いたしまして、ＥＭＡの活動はどうなっているんだろう

ということでご質問が出たところでございます。前回の専門部会から本日に至る間に、私

どものほうでＥＭＡの事務局の方々にお話を伺う機会がございましたので、間接的なご報

告にはなってしまいますけれども、伺いました範囲で、追加で情報提供させていただきた

いと思います。 

ＥＭＡにつきましては、総務省の違法・有害情報への対応に関する検討会で議論がなさ

れていたり、青少年インターネット環境整備法の前身というべき議員立法の案が発表され

ていた、そういった議論が起きるのと同時期に、１９年末から設立準備がされておりまし
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て、２０年４月に設立されたところでございます。 

ＥＭＡの主な活動でございますけれども、青少年の利用に配慮したモバイルサイトの審

査、認定及び運用監視業務でございます。こちらの内容につきましては後ほどもう少し詳

細にご説明いたします。 

認定業務だけ行っている機関だと思われがちですが、２番目のフィルタリングの改善・

開発に関する検討、３番目に掲げました情報通信技術、リテラシー啓発・教育活動にも力

を入れているということでございます。 

組織構成につきましては図のとおりでございまして、理事会、基準策定委員会、審査運

用監視委員会という三つの独立した組織が完全に権限を分けて、三権分立で運用している

という言い方をされておりました。 

設立されたときは有限責任中間法人だったんですが、現在、社団法人に改組いたしまし

て、会員は、ＥＭＡの活動に賛同して会費を負担した上で入会を許可された個人または法

人で、総会での議決権を得たり、ワーキンググループや部会の設置を発議したり、啓発・

教育等の部会活動への参加の権利などが与えられているということでございます。会員と、

認定を受けている会社は全然別個のものということでございます。 

ＥＭＡの運営資金につきましては、設立時の基金、こちらはコンテンツ事業者等２３社

が拠出しておりますが、それから会員の会費収入、認定制度の審査・運用監視料金による

ということでございまして、第三者機関という法律の議論の経緯からも、国などからの財

政的な支援や補助、人的な関与などはないということでございました。 

理事会は、資金管理や組織運営を担当し、基準策定委員会と審査・運用監視委員会につ

きましては、いずれも利害関係を有しない第三者の学識経験者で構成されているというこ

とです。 

基準策定委員会では、下にワーキンググループが三つほどぶら下がっておりますけれど

も、各ワーキンググループで検討された案をもとに、さまざまな基準の策定を行います。 

前回の専門部会でもどうしてコミュニティサイトからなんだというご質問が出ていたか

と思いますが、第三者機関設立のきっかけとなった議論自体が、コミュニティサイトすべ

てがブラックリストに引っかかってしまうからということで、設立した後にまず取りかか

ったのがコミュニティサイト運用管理体制認定基準ということでございます。昨年７月に

認定申請を開始し、８月に第１回目の認定リストが発表されました。 

１７ページにコミュニティサイト運用管理体制要求項目リストがございます。４分野、
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基本方針、監視体制、ユーザー対応、啓発・教育計２２件の要求項目で構成されておりま

して、審査基準自体は要綱のような形で数ページにわたって書いてあるんですが、その内

容をほぼまとめたものということで、ＥＭＡのホームページからも見ることができるもの

でございます。 

この２２件の要求項目の内容をすべて充足しないと認定が付与されないということで、

この基準に基づきまして、さらに細目といいますか、審査細則が決められているようです

ので、細かくどういうふうに適用されるかというのは外からはうかがい知れないんですが、

審査運用管理委員会において審査を行い、認定後も、そのサイトが基準に沿った運営を行

っているかどうか、継続的に監視を行う、審査と運用監視を両方行うということでござい

ます。 

審査・運用を監視する監視室というところは施錠されていまして、事務局の方であって

も、毎月２回、公表の解禁の直前になるまで審査の経過をうかがい知ることはできないと

いうお話をされておりました。 

１６ページに、申請から運用監視までのプロセスフローという図がございますが、まず

予備審査がありまして、こちらで事業者の存在確認や書式のチェックといった形式確認を

行いまして、それをクリアしますと本審査がございます。ここでサイト自体の調査、サイ

トのいろいろなサーバーが置かれている実地調査なり書類審査が行われるそうですが、提

出される書類は要求項目に沿ったものということで、非常に膨大な書類を提出しなければ

ならず、基準適用のためには、先ほど言いました２２項目すべてを満たす必要があります

ために、途中で何回も是正とその確認、場合によっては再是正、再々是正ということで、

途中で脱落する事業者さんもいるらしいんですけれども、認定にこぎつけるまでには平均

で３ヶ月ぐらいかかるということでございます。２１年２月末現在で総申請数は６２件、

認定がすでに済んで公表されている件数は２１件でございます。 

認定されればそれで終わりということではないということでありまして、認定番号が付

与されるそうですが、それをサイトに掲載した上で、ＥＭＡへの通報窓口、認定のサイト

から第三者機関であるＥＭＡに対して何かトラブルがあった場合の通報窓口へのリンクを

張ることなどが義務づけされていたり、クレームについてもすべて記録をとっておいて、

ＥＭＡにレポートで提出する必要があるらしいんですが、そのクレームを、サイト管理者、

ＥＭＡ両方が受け付けられる体制をつくらせるように指導するそうです。 

その後もＥＭＡ側では、ユーザーとのやりとりやクレーム対応の状況、サイトの変更内
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容などについて定期レポートを提出させたり、定期レポートの内容と、ＥＭＡ側で保有す

る情報との突合を行ったりしながら、場合によっては必要に応じて是正対応をさせ、基準

を満たせない場合には認定を取り消し、さらに１年後には更新審査をするという流れであ

るというお話を伺いました。 

話を伺った印象では、一旦策定した基準でよしとするわけではないし、認定したサイト

でよしとするわけでもなくて、常に状況の変化、ユーザーからの意見などを踏まえて、基

準や適用判断なども見直すというスタンスであるかのように見受けられました。 

コミュニティサイトの認定が先行いたしまして、その申請もずっと積み上がっている状

態ということではあるんですが、現在、コミュニティサイト以外のサイトということで、

表現系と呼んでいるらしいんですが、前のページにも「表現系コンテンツ検討ワーキング

グループ」と書いてございますけれども、事業者自らが発信者となる、通常のサイトの認

定制度についても現在、検討が進められているということでございました。 

ほかのワーキンググループでカテゴリー基準検討ワーキンググループというのがあるん

ですが、フィルタリング自体の改善に向けまして、より細かなカテゴライズに向けた意見

表明がなされているということで、なされた意見表明については、ケータイ事業者によっ

てすでにフィルタリングへの反映がなされているということでございます。 

このほか、今の理事会にぶら下がっております啓発教育プログラム部会に、１６ページ

の下のほうに「ＩＣＴリテラシー啓発・教育活動」と書いてございますが、「ケータイ・イ

ンターネットの歩き方」という、画面上から見られるようなショートビデオコンテンツを

作成して、こちらを認定サイトにリンクさせることを義務づけたり、ケータイ販売店の店

頭などで実際に啓発活動を行うということで、啓発教育活動にも力を注いでいるというお

話を伺いました。 

ＥＭＡに関しましては、とりあえず聞き取りの範囲でございますが、以上のような状況

です。 

１８ページの④ですが、もう一つの第三者機関ということで、インターネット・コンテ

ンツ審査監視機構ができております。こちらはＩ－ＲＯＩという略称ですが、昨年７月に

設立されております。 

ＥＭＡはモバイルコンテンツだけなんですが、こちらはＰＣも対象とするということで、

インターネットのコンテンツ全体を対象とする点と、サイトは、どの年齢層に適したもの

かということで、管理者が、例えば１２歳未満にも見せていいということで、管理者自身
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がセルフレーティングしたものを客観的に審査して認定を行うものだそうでございます。

本年５月に認定マーク第１号を付与されたサイトの発表等も予定しているということでご

ざいます。 

１９ページの⑤は、ケータイ各社が実施しているケータイ安全教室等の講座の実施状況

でございます。ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンクモバイル、それぞれこういった実

績や対象ということでやっております。 

ｅ－ネットキャラバンは、ネット関係５団体と経済産業省、文部科学省が運営協議会を

構成いたしまして、保護者及び教職員向けにｅ－ネット安心講座を実施しております。年

間１，０００回を超えるペースで、ケータイ各社の職員の方などもキャラバン講師として

日本全国に赴いているということでございます。２０年度までの３カ年の事業という予定

だったらしいんですが、２１年度以降も継続することが法定されております。 

２０ページの⑥につきましては、ネットいじめ、トラブル相談の実施ということで、安

川委員からもご発表いただきました全国ｗｅｂカウンセリング協議会の活動や相談実績に

ついて簡単にまとめさせていただきました。２番目の〇につきましてもインターネット・

ホットラインセンターということで、先ほど簡単に触れさせていただきました。 

２１ページ、最後になりますが、インターネット書籍等販売事業者の調査ということで、

ネットで図書類などの通信販売を行っている事業者に対して今月行いましたアンケート調

査の結果でございます。 

結果を見ていただきます前提といたしまして、都が指定いたしました不健全図書類につ

きましては罰則つきで、青少年への販売等が禁止される一方、自主規制ということで業者

自らが１８禁マークなどをつけて販売している表示図書類については努力義務ではあるん

ですが、いずれにしても条例上の義務として、青少年には見せたり貸したり売ったりして

はいけないことになっております。店舗において販売する際には、別の棚を設けるなどで

区分陳列を行うべき、ビニールやひもがけなど包装するべきという両方が義務づけられて

おりますし、自動販売機に表示図書類を収納する場合には、見えない措置を施した上で、

免許証などによって遠隔で年齢確認をするよう徹底しております。 

これがネット販売の場合はどういう状況になっているのかということで、条例の運用を

担当する係におきましても、これまでも条例の規定を、図書のネット通販を行うような会

社の方に説明したり、できるだけ条例の趣旨に沿った販売を工夫してもらえるようという

ことで随時呼びかけてまいりましたが、現状、２１年３月ぐらいの状況を率直に回答して



 16

いただいた結果が、今ごらんになっているものになります。 

１４社のうち１３社から回答をいただいたんですが、そのうち、指定図書、表示図書い

ずれかを取り扱っているのは１０社、いずれも取り扱っていないのが３社だったんですが、

このうちほとんどが区分販売をしておりました。 

ネット上で区分販売の具体的な方法といたしましては、アダルトというような形で商品

カテゴリーを設けまして、一般に検索したらそういうほうにはたどり着けないようにした

り、アダルトカテゴリー自体に入るためには年齢認証をしたり、事前の会員登録、それも

当然、生年月日の入力等が必要ですが、会員登録が必要という方法でございます。 

３番目にございますように、会員登録時に行う年齢確認の方法については、やっている

会社につきましては、いずれも利用者による自己申告ということでございました。 

ちなみに年齢確認をしていないという２社につきましては、一つについては、そもそも

アダルト商品を取り扱っていない店、もう一つは、ネットで受注するけれども、商品の受

け渡し自体は加盟店の店頭で対面販売で行うという店でした。 

商品受取時の措置の有無ということで、商品を受け取るときに年齢確認をするかどうか、

アダルト商品が青少年の手に渡らない何らかの措置をしているかということだったんです

が、措置をしていないところが９社ございました。 

そのほか、下の二つにつきましては、コンビニにおけるアダルト扱いの小口シール２点

どめ雑誌というジャンルがあるんですが、そういった取り扱いの状況、条例で青少年への

販売などが禁止されているものには図書以外に刃物、エアガン、アダルト商品などがある

んですが、そういったものの取り扱い状況についてもごらんのとおりで、あまり取り扱っ

ていないということでございました。 

以上が資料１の説明で、かなり長い時間をいただいて説明いたしましたが、資料２につ

きましても簡単にご説明申し上げます。 

資料２は「ネット・ケータイの有害情報等に関する論点」ということでまとめさせてい

ただきました。 

このペーパーの性格ですが、これまで３回の専門部会で４人の方からヒアリングを行っ

て、その後に質疑応答をさせていただきましたが、その際にいただいたご提言、委員の皆

様からご質問を兼ねてご意見をいただいたものなどを議事録などから抽出いたしまして、

大まかなテーマごとに分類いたしまして箇条書きにしたものでございます。 

事務局といたしましては、本日と次回にご議論いただくに当たりまして、何かしら論点
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があったほうがいいかなということで、あくまでたたき台として出させていただいたもの

でございます。 

１番目は「子どもたちにインターネットや携帯電話との適切なつき合い方を身につけさ

せるためには」というテーマですが、これまでに出たご意見で、学校への持ち込みが禁止

されていることでは問題は解決しない、家庭でのコミュニケーションの問題であるけれど

も、家庭間の格差の問題もあるので、抜け穴をつくらないためにも、ある程度学校側のも

う一歩踏み込んだ指導を期待するというような内容。 

２番目の〇につきましては、学校自身の意識も非常に問題であるし、モラル教育、トラ

ブル発生時の危機管理のトレーニングなど、いろいろなことを学校に対しても行う必要が

あるというような内容でございました。 

子どもたち自身がネットを介して、刑罰法令に触れるような行為に積極的にかかわるよ

うな現状を指摘していただいたり、インターネットのプラスの側面があるはずなのに、そ

れを使いこなしてみずからの可能性を伸ばすという点では、日本の子どもたちは非常に劣

って、かわいそうな状況であるというご指摘でございました。 

その下に黒い四角でいろいろ書いてありますが、こういった現状や指摘などを踏まえま

して、保護者に何を具体的に働きかけていくか、学校に対してはどうするか、子どもたち

に対してどうするかというようなことをご議論いただくのがよいのではないかということ

で、そういった記載の仕方をしております。 

２番目は「フィルタリングの実効性を高めるには」ということで、前回主に出た議論で

すけれども、第三者機関の認定リストが反映されたフィルタリングであっても完全ではな

いので、フィルタリング任せにして安心していることはかえって危ないというご指摘、第

三者機関の認定に関する情報がそもそも保護者によくわかっていないので、詳細について

フィードバックしてもらう必要があるのではないかというようなご意見がございました。 

こちらにつきましても、事業者や保護者それぞれの働きかけについてご議論いただけれ

ばということで書いております。 

３番目は「利潤追求と相反し得るが、子どもの安全・安心のために望ましい企業努力と

は」ということで、例えば機能限定ケータイについて、消費者である保護者がムーブメン

ト等を起していけば企業が動くはずではないかというようなこと、保護者に対する情報提

供や啓発資料の配布などもまだまだ不十分というご指摘をいただいております。 

子どもが利用しているかどうかということで、年齢確認の認証の責任を企業のほうが引
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き受けるべきではないか、子ども割のようなサービス導入に向けて企業努力をしたらどう

かというようなご要望もございました。 

企業自らだけでなくて、行政の側も企業に対し、犯罪を誘発しないようなインセンティ

ブを与えていくべきとのご意見や、保護者による、子どものケータイに関するコントロー

ルを高めるサービス、例えば子どものアクセス履歴の確認の導入の推奨などといったご提

案もございました。 

菱形で書いているところは、委員からご意見が具体的にあったわけじゃないんですが、

企業努力というテーマに関連しまして、プロバイダーや掲示板管理者の自主努力、有害情

報の削除に応じないサーバー管理者の対策なども論点としてはあり得るんじゃないかとい

うことで、事務局のほうで加えさせていただきました。 

４番目は、資料１の最後でご説明いたしました、ネットでの１８禁物品のようなものの

購入の防止を実効あらしめるための手だてがないかという論点ですが、こちらも委員の方

からのご議論はあまりなかったと記憶しておりますが、現状につきましては、資料１の最

後でご説明したとおりです。 

参考として書かせていただいたんですが、例えば出会い系サイト規制法では、昨年の改

正によりまして、年齢確認を厳格に行うようになりまして、利用に当たってはクレジット

カード認証を原則するようになったということを書かせていただいております。 

５番目は児童ポルノについてでございます。 

児童ポルノに関しましては、ネット以外の有害情報全般に絡む話題ですので、最初にも

申し上げましたように、２～３回先の専門部会で論点整理をした際に再度取り上げること

になりますが、ネットに関連しては、後藤委員のご発表の中でご提言いただいたかと思い

ますが、プロバイダーがブロッキングを開発・導入したり、検索エンジンを工夫するとい

った取り組みを法律や条例で促進してほしいというご意見がございました。 

最後の６番目は、青少年に好ましくないバナー広告の掲出抑制についてということで、

委員の間でのご議論は特になかったと思いますが、もともと問題提起をしたときに入って

いたものでございますので、引き続き挙げさせていただいております。 

こちらも参考事項といたしまして、ＥＭＡで聞いてきた話ですが、ＥＭＡがコミュニテ

ィサイトを認定する際の基準の中にも、先ほどの資料の１７ページのリストの６番目に「青

少年利用に配慮した広告掲載基準」という項目があるんですけれども、ＥＭＡでは、バナ

ーやリンク先の広告についても審査をしているということで、現在認定済みのコミュニテ
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ィサイト２１件ございますが、こちらもすべて認定を得るまでの間に、広告の問題で是正

を指示されたという話は聞いております。 

当面、事務局としては以上６点の論点を挙げさせていただきました。 

長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。 

〇前田部会長 ありがとうございました。議論いただくのは資料２からということかもし

れないですが、ネット・ケータイの有害情報に対する論点、いろいろな切り口があると思

います。 

きょうはその前提として、資料１でご説明いただいたことに関してご質問とご意見をい

ただいて、なるべく共通の認識、基盤を固めて、その中で、どの論点についてどういう提

言をしていくかという出発点といいますか、土台を固めてまいりたいと思います。 

その後事務局が情報を集めてくださったりした部分がありますので、初めにご質問をい

ただければと思うんですが。どなたからでも結構ですので、よろしくお願いします。 

〇吉川委員 資料２の４の、出会い系サイトでのクレジットカード認証のことですが、私

の記憶では、クレジット認証を義務化しているのは、出会い系サイトの中でも、例えば希

望する条件で会員を検索した人に対して、その条件に合致する方の情報を提供するような、

そういう役務を提供する業態だけだったと思います。 

いわゆる結婚相談所みたいな、会員情報を登録して、そのプロフィールに合致する人の

情報を紹介する場合だけなので、その他のいわゆる掲示板タイプの出会い系サイトは、そ

こまでの本人確認の義務化はなかったと思います。自主申告だったと思います。 

〇前田部会長 「原則とする」という言葉の読み方かもしれないんですが、義務づけをさ

れているのはごく限られたものということですね。 

〇吉川委員 一部の役務提供をしている事業者に対しては……。 

〇前田部会長 それは義務になると。 

〇吉川委員 だったと思います。 

〇前田部会長 これは結構大事かもしれませんので。どの程度のところまで要求できるか

ということですけれども。 

ほかにご質問いかがでしょうか。 

〇後藤委員 質問ですけれども、資料１の最後のインターネット書籍等販売事業者の調査

についてですが、１４社はどういう会社ですか。アマゾンとかそういうところですか。 

〇青山青少年課長 アマゾン、ｂｋ１、JＢｏｏｋ、クロネコヤマトのブックサービス、楽
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天ブックス、ライブドアブックス、紀伊國屋書店ブックウェブ、ジュンク堂書店ブックウ

ェブ、ツタヤオンライン、ｅ－ｈｏｎ全国書店ネットワーク、本やタウン、セブンアンド

ワイ、ファミマ・ドット・コム、ｅブックオフ、そういうものでございます。 

〇後藤委員 有名どころ。 

〇青山青少年課長 そうですね。 

〇後藤委員 大企業なり有名書店ですね。わかりました。 

 指定図書類と表示図書類はそれぞれどういう内容になるんでしょうか。 

〇青山青少年課長 それぞれ条例の中に基準がございまして……。 

〇後藤委員 指定のほうが悪い。 

〇青山青少年課長 何とも言いがたい部分があるんですが、基本的には指定図書類という

のは、著しく性的感情を刺激し、甚しく残虐性を助長し、又は自殺もしくは犯罪を誘発し、

青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるということで、指定基準といいますか、規則

でより細かく決まっておりまして、知事が指定するんですが、健全育成審議会という知事

の諮問機関に対しまして、実際の事務のやり方としては、私どもの担当のところから諮問

をいたしまして、「指定やむなし」というような答申をいただきました上で指定行為をして

告示をすることになります。告示をしましたら、販売業者、出版業者それぞれに対して義

務がかかります。表示図書といいますのは、条例の法文上の「著しく」なり「甚だしく」

なりといった文言が取れたような形で「性的感情を刺激し」「残虐性を助長し」ということ

になるんですが、東京都の条例におきましては、発行、販売、貸付にかかわる事業者は、

青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力して、緊密な連

絡の下に、そういった図書類を青少年に販売しないように努めなければいけないといった

規定がございまして、実際には、例えば日本雑誌協会なりといったところとか出版倫理懇

話会という、それぞれの業界でつくっている団体が、青少年に見せてはいけないと考える

図書に１８禁マークとか成年コミックマークをつけまして、東京都の条例におきましては、

それを表示図書と呼んでおりまして、自主規制の対象となります。 

〇後藤委員 条例では、指定図書類については区分陳列をする義務があるわけですよね。

ところが、インターネットでの販売ではこれが全部空振りになるということですか。 

〇青山青少年課長 空振りになるというか、東京都規則によって定めるところにより、他

の図書類と明確に区分しということなので、規定自体が、店舗での販売が前提とされてい

て、棚をどういうふうに設けるとか、張り出しの仕切り板を設けるとか、１５０センチ以
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上のところに置くとか、物理的な隔離を前提とした規定になっておりますので、今のとこ

ろ、業者さんに対して、アダルトカテゴリーのものが容易に青少年に売れないよう何かし

ら工夫をしてくださいということでお願いをしている状況になります。 

〇後藤委員 そもそも指定図書類を青少年に販売し、頒布し、または貸し付けてはならな

いとありますよね。これ自身はネット販売であっても適用されますよね。 

〇青山青少年課長 はい。 

〇後藤委員 わからないからいいんだという理解ですか。 

〇青山青少年課長 業者さんとしては、アダルトカテゴリーというところに入れて、検索

にかからないようにして見つけにくくしたり、会員登録なり何らかの形で年齢認証を行っ

てはいるんですけれども、年齢認証が自己申告であるということで。 

自動販売機の場合ですと、遠隔ではあるんですが、当人が免許証なりを出して、その場

で顔を見たりできますので、自己申告で生年月日を打ち込んだとしても、それが本当に正

しいかどうかはわからない。大人が買ったことにはなっているんですけれども、その辺が、

ネットや通信販売だとわからない。 

〇後藤委員 ネット販売業者さんは、条例とかその辺の規定を守っていないというか、守

ろうとしないというか、そういう状況だということですかね。 

〇青山青少年課長 守ろうとしていないというよりは、アンケートの書きぶりを見ますと、

徹底する方策がわからない、いい方法があったら教えてくださいみたいな感じのところが

多かったかなと思います。お店によっては、都のほうからご説明をした際に、表示図書な

り指定図書の取り扱いをやめたところもあるんですが、取り扱っているところについては、

年齢確認の方法は、今のところ自己申告に頼らざるを得ないということで、それ以上、い

まのところはやっていないという状況だと思います。 

〇後藤委員 わかりました。ありがとうございました。 

〇住田委員 資料１の１ページの下のほう、「生活上の問題点」というところで幾つか出て

きているんですが、平成１９年度日本ＰＴＡ全国協議会というところからの意識調査と書

いてあるんですが、小学校なんでしょうか、中学校なんですか、高校なんでしょうか、す

べてなんでしょうか。年齢的なところがわかれば知りたいと思います。 

〇青山青少年課長 小学校５年生約１，７００人と中学２年生約１，９００人、保護者約

３，５００人でございます。 

〇住田委員 ありがとうございました。私が担当している、はたち未満の子どもたちは、
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もちろんこういうことは問題ですが、金銭的にパンクしちゃっているということもあるん

です。それが一つも出てきていないというのがとても不思議だったんですね。 

私のところに来ているのは、もう犯罪に手を染めてしまったとか、非行に走ってしまっ

たという子どもたちのせいなのかなとも思うのですけれど、その辺はいかがだったのでし

ょうか。全く見えていないでしょうか、数字的には。 

〇青山青少年課長 生活上の問題点というところですので……。 

〇住田委員 保護者が回答した生活面についての心配な点というところがあるので、金銭

的なものは出てくるかなと思って読んでいたんですけど、なかったので。 

今は限度額をつくって使えるということもあるんでしょうけど、私たちのところに来る

子どもたちはめちゃくちゃ使っています。払えなくなって、それをどうしようかというこ

とで悪知恵を働かせている、次の犯罪に手を染めているところもありますので、ちょっと

お聞きしました。 

〇青山青少年課長 原本を確認しましたところ、「子どもの携帯電話・ＰＨＳ利用について

心配なこと」に対し、「料金を使いすぎてしまう」というのが一番多く３６．８％「メール

機能の悪用や学校裏掲示板などによるいじめや恐喝」も３０％を超えて、資料に掲げた項

目よりもパーセンテージは多かったんです。複数回答になりますので、親の回答が全体的

にこういう数字だったというよりは、その中で、生活面についての、子どもの携帯電話利

用の心配な点を抽出し、それぞれの項目のパーセンテージを紹介したつもりだったのです

が、抽出の仕方が少しミスリーディングでした。 

〇住田委員 ありがとうございました。わかりました。 

〇前田部会長 概念の整理を徐々に行っていかなきゃいけないと思いますし、この会の軸

をどこに置いておくかということを意識しておかないといけませんが、ネット・ケータイ

の有害情報という言葉自体非常に難しくて、３ページに整理されているわけですが、ここ

では一般の違法情報か有害情報かということよりは、青少年にとっての有害情報、それに

つながるかということで、青少年を軸に考えていくと、金銭的なこととか恐喝みたいなこ

とも重要なのかもしれないんですね。いろんな角度から、いろんな情報もありますので、

徐々に整理してまいりたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

〇安川委員 １１ページの学校非公式サイトの監視のところですけれども、最近、子ども

たちがつくっているパスワードが設定されているような場合、どのようにするのかなとい
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うことが一つと、海外のサーバーを使われていたり、子どもたちは学校名を明かさないで

掲示板をつくっているケースがほとんどですけれども、東京都の学校なのか、ほかのとこ

ろの学校なのかをどういうふうにして見分けるのかなというのが疑問だったので質問させ

てもらいます。 

〇青山青少年課長 教育委員会の細かい実際のお話になると、こちらでまだ把握していな

いんですが、本日は 

どうしても来れないということで、お聞きしておきます。 

〇前田部会長 大事なポイントだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今回、ＥＭＡに聞いてきていただいて、モバイルコンテンツの審査・運用機構の管理の

問題がよくわかった面があるんですが、前にも警察庁で、バーチャル社会から少年をとい

うようなことで、コミュニティサイトの代表に来てもらって、モバゲータウンの社長に来

てもらっていろいろ説明を受けたりしたことがあるんですが、前から、管理はきっちりや

っていて問題ないというんですけど、事件が起こっているんですね、コミュニティサイト

で。大手のモバゲーなんかでいっぱい起こっているんです。だけど、こういう基準はクリ

アしているんです。こういう基準をクリアしていれば、子どもにとって有害でないかとい

うのは別の問題じゃないかという気もするんですね。 

本人が来て直接聞くと失礼になっちゃうかもしれないんですが、有害かどうか、どうい

うことで見ていくかということですけれども、現に被害にあったきっかけになったところ

がどういうところなのかということとの突き合わせみたいなものも考えていかないと、出

てくるものとしては、利用者はそこをうまいことかいくぐって、実質的な援助交際的なも

のに使えるんじゃないか。そこまでいったら、こういうのでは規制は無理だとか、いろい

ろな考え方があると思うんですが、少年にとってネット・ケータイの有害情報というとき

には、そこで現に青少年が被害にあうかどうかというところが一番基準になってくると思

いますので、これも並行しながら誠心誠意、ＥＭＡはきっちりした組織ですし、客観的に

きっちりやっていらっしゃるというのはよくわかるんですけれども、それと並行してデー

タみたいなものは見ていく必要はあるのかなという気はしたんですけどね。 

〇吉川委員 総務省の主導と言っていいのかどうかわかりませんが、安心ネットづくり促

進協議会というのが動き出しまして、先日も調査企画委員会に行ってきたんですけれども、

調査企画委員会の今回のテーマの柱が、インターネットの有害情報が子どもに与える影響
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というふうなことですけれども、調査の概要を見る限り、例えば犯罪の発生と、インター

ネット上の有害情報との因果関係を客観的に統計データとしてとって、やはり一定の害が

あるのではないか、という結果を導き出すというよりも、むしろ一般的にそういうふうな

印象でマスコミに報道されているけれども、実はそうじゃないんじゃないか、むしろポジ

ティブな事例もたくさんあって、インターネットは子どもに害があるだけじゃなくて、い

い面もあるということなので、有害だから遠ざけるということじゃなくて、正しく健全に

使っていくという方向で考え直さないといけないんじゃないかという根拠を見いだすため

の調査研究のような印象を持っているんです。 

 具体的な調査計画案を見ても、ネガティブ、ポジティブ両面から調べるということにな

っているんですけれども、ポジティブな事例に関しては、実際に作業部会のメンバーから

事例を収集して、専門家に整理を委託すると具体的に書いてあるんですけれども、ネガテ

ィブに関しては書いてないんですね。ネガティブに関しては、文献を収集して調査を行う

ぐらいのことしか書いてないんですよ。 

私個人としては、ネガティブな事例も対等に収集して、公平な観点で検証していっても

らいたいと思っているので、東京都のほうでネガティブな事例などがあったり、集められ

たりするのであれば、調査検証作業部会のほうにフィードバックすることも可能だと思い

ます。作業部会の計画案の中にも、官民の他の関係者から資料提供を受けたり、インタビ

ューを呼びかけると書いていますので、積極的にそこにかかわっていただければいいんじ

ゃないかと思っています。 

今回の資料２の論点を見ていても、「有害情報」と言っちゃうと、「何が有害かは人によ

って意見が分かれる」と、話がはぐらかされてしまいがちなので、「ネット・ケータイが子

どもに与える影響」とすればいいんじゃないでしょうか。事実、悪い影響も、いい影響も

あるわけですし。 

悪い影響の中にもさまざまな類型があって、例えばこれまでのところに全然出ていない

問題としては、今、学校でレポートとか論文を書かすと、学生がネット上の Wikipedia と

か調べて、そこから模範的なレポートなんかを勝手にコピペして出すという問題がありま

すよね。 

大学では、それが一部でも発覚すれば、すべての試験に関しても無効にするという厳し

い措置をとっているらしいんですけれども、そんなことで考える力が低下していくという

ような影響もあったりしますので、与える影響という側面から何らかの対応を議論してい



 25

ったら比較的反発も少ないというか、こちらの意見が通しやすいのかなという印象を持ち

ました。 

〇前田部会長 先ほどの話にかかわるんですけれども、有害とは何かということで、抽象

的に議論すると拡散する、雲散霧消するようなところもありますので、裏にこういう問題

があるというところを押さえて、いままでやってきたやつは、ネット上の情報がきっかけ

になって犯罪に走ったのはどれだけいるかみたいなこととか、そういうのを見ると犯罪を

犯しやすいということもずいぶんやったんですけど、もう一つは、ネットがある関係で青

少年育成条例が被害にあうかどうかということは、いまでも確たる数字があるわけだと思

いますが、それ以外にも、今ご指摘いただいたようなこととか、いろんなもの、逆に、ネ

ットがあることのプラス面を考量していくというのはなかなか難しいかなという感じがす

るんですけどね。 

バランスをとって両面考えていかなきゃいけないと思うんですけど、ここは青少協です

ので、子どもにとって有害とは何か、間連するものを全部洗い出していくことが土台にあ

ったほうがいいと思うんですね。その一つのポイントになるのは児童ポルノみたいなもの

で、これは絶対的な害悪である、それがネット上非常に大きなポイントになってくると思

うんですけどね。 

〇徳本委員 １２ページの他県の情報について少し確認させていただければと思います。 

 東京都におきましては、ここで挙げられている各種義務が販売業者等にかけられている

ということですけれども、この義務といいますのはいわゆる努力義務ということでよろし

いでしょうか。 

兵庫県や広島市の場合は努力義務ではなくて、行政的な規制が、義務違反に対してはか

かってくるタイプの条例であると。 

〇青山青少年課長 そうですね。指導・勧告して従わなければ公表ということです。 

〇徳本委員 一番厳しいのが鳥取県の、これは刑事罰がかかってくる。 

〇青山青少年課長 従わないと罰則がかかるという形です。 

〇徳本委員 兵庫県や広島市が行政的な規制を選んで、鳥取県が刑事罰を選んでいるわけ

ですが、その辺の経緯等、もしご存じであればお教えいただければと思います。 

〇青山青少年課長 ネット等で見られる範囲の審議会議事録みたいなものは一応見たんで

すけれども、私の印象ですが、あまり厳密に、例えば電気通信事業者の法律的な権限とか

制約の検討というよりは、意識面といいますか、問題がこれだけ大きいのだから、特に兵
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庫県は義務化が可能かという議論がかなりあったみたいですけれども、青少年インターネ

ット環境整備法の内容ではかなり弱いので、保護者の責務なり事業者の責務をもう少し踏

み込んだ形で示す必要があるんじゃないかということで、こういった答申が出て、それに

従って行ったパブコメに対しても、あまり大きな反対はなかったように記憶しているんで

すが。議会の議論がわからないので何とも言えないんですけれども。 

〇徳本委員 鳥取県の場合でしたら、行政的規制よりは刑事的な規制を選んだ具体的な、

特に明確な理由があるわけではないということでよろしいですか。 

〇青山青少年課長 そこまでの検討過程はなかなか見えてこなかったんですけれども、ネ

ットカフェをねらい打ちというよりは、不特定多数の方が利用する公共的施設全般を対象

としているので、公民館やら何やらも入るということですけれども、また個別に聞いてみ

たいと思います。 

〇徳本委員 ありがとうございました。 

〇内山委員 ２１ページのネット販売についてですけれども、東京都の場合は指定図書は、

個別の雑誌名が指定されるようになっていますよね。ただ、多くの府県では包括指定か何

かで、雑誌名が特定されないような状況になっているのがとても多いと思うのですが、む

しろ有害図書であるという認識を、ネット販売の業者がどのくらい持っているんだろうか

ということを、話を伺っていて疑問に思ったのですが、その辺がわかったら教えていただ

けますでしょうか。 

 さっきお伺いしたのは全部全国販売のですよね。そうすると、東京都の場合は個別で指

定されるからいいけれども、そうじゃない場合は、特定の雑誌名が有害図書であるという

認識は非常に持ちにくいと思うんですね。 

〇青山青少年課長 あくまで東京都からアンケートを出させていただいた立場なので、東

京都の指定図書についてどうかということでお聞きしまして、他県はいろいろ扱いが違う

ということは、わかっている人はわかっているし、わかっていない人はわかっていなくて、

何が指定図書なり表示図書に該当するのかわからないという回答をよこされた会社もあり

ました。事前にある程度、昨年来担当が説明したようなところですと、指定図書を扱って

いるのであれば、一般の店舗にも送っているような形で、毎月告示をすると同時に、はが

きで、この本については指定図書ですと、ＩＳＢＮ番号とか含めて具体的に通知すること

ができますので、東京都の指定図書については、そういったものは売らないでおこうとい

う意識のあるお店であれば、指定されたとわかった時点でそれを削除したり、パソコン上
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で管理しているものから省いたりされているようです。また、表示図書というのは、雑誌

協会なり出版倫理懇話会なりというところで、業界全体が、版元と書店と流通（取次）な

どを含めて、これはアダルト扱いということにしていますので、アダルトカテゴリーとい

うことにフラグが立つということらしいんです。他県の有害図書は、東京都でいいますと、

指定図書も入れば表示図書も入るということで、われわれが東京都の条例上やっている区

別は特段ないので、１８禁も全部有害図書だし、それに当たらない、東京都で指定してい

ないし、１８禁がついていないものについても他県では例示されるなりして有害図書に該

当するかもしれないんですが、東京都の立場としては、両者については販売しないという

ことになっているので、東京に会社があって全国に発送するという立場であれば、東京都

の条例を遵守していただきたいということで、他県についてどうするかというのはともか

く、われわれのほうで青少年に販売できないこととなっているものは、そうしないように

してほしいということでお願いをしたりしている状況でございます。 

〇前田部会長 有害図書の問題とネットは別になるけれども大きな問題というか、ここの

ところ急激に伸びてきて、アマゾンが日本一の販売店になっちゃったわけですよね、つい

この間。ダントツの１位になって、紀伊國屋も三省堂も飛んじゃったわけですよね。本を

買う人の一番大きな部分がここになってきていますので、全国に売っていくわけですよね。 

アマゾンってどこにあるということになるんですかね。東京都の条例が引っかかるのか

どうか。 

これは大問題だとは思うんですが、そこをどうしていくか、急にトップに躍り出たのは

何ヶ月前だとチラッと聞いた話ですけど、ここのところで急激な動きがあるみたいなんで

すよね。 

有害情報の中の、本の販売も非常にウエイトの大きなものですけれども、有害図書をど

うしていくかという問題は、それはそれで１個非常に大きな問題なのかなと。 

もう一つは、前の青少協で議論になったのは、有害図書の中のポルノ画像みたいなもの

はもう本屋では買わないよ、みんなダウンロードして買うんだという問題がありますよね。 

今、その辺の実情がどうなっているかわからないんですけれども、そこは本人確認がク

レジットカードでできているのかどうかとか、そういう問題もあるとは思うんですけどね。 

有害情報の中で、書籍販売の問題は結構難しいし、大問題になっちゃうのかもしれない。

もちろん検討して、可能な対応ができればいいと思いますけれども、非常に大きな問題な

のかもしれないと思います。 
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今回調べてきていただいて、こういうのにもアマゾンは答えているじゃないですか。だ

けど、２年前に警察庁が呼び出したときには無視して一切返事しなかったんですよ。社会

的な存在として生きていくためには態度を変えてきているのかもしれないし、児童ポルノ

のことだったと思うんですけれども、これも非常に大きな問題だと思います。 

大きな問題だから避けるという意味じゃないんですけれども、切り分けるというか、考

えておかなきゃいけない問題が入っている可能性はあると思うんですね。 

〇新谷委員 まず一つには、鳥取の件に関しましては正確なことはわかりませんが、鳥取

のＰＴＡさんのお話を聞きますと、教育委員会が非常に熱心である、ノーケータイ、鳥取

の子どもにはケータイを持たせないくらいまで非常に強い姿勢だったということ。 

 何でそういうことができるのかと聞いたら、反対がいないから、非常に人口が少なく、

おっとりしている、みんなそうだそうだとなったからとサラッと言われてしまいました。 

ペナルティを課すことは非常に大きいことだと思いますし、一番実効性があることだと

思います。 

二つ目は業界。ＥＭＡとかの第三者機関の話で、業界に入った第三者機関は免責に使わ

れてしまう。反対の証拠を出されて、こうなんだから大丈夫と言われてしまうのかなと思

って非常に心配です。 

ＥＭＡも非常に細かい基準が出ましたけれども、実際に被害の事実は出ていますし、

GREEの画面を見ていただけばわかりますけれども、アフィリエイトの広告がちゃんとして

いる。 

GREEの画面を見てください。漫画が出ていて、ポルノっぽくはないんです。普通の男の

子が出てきて、漫画の広告が出ています。その子がこう言います。「先生、私のこと好き？」

「いいんだよ」、別にエロくも何でもないですよね。「やばい、こいつうまいぞ」、こういっ

たものが出ていて、その広告のところに入っていく。そうすると、そういう漫画を買いま

しょうというところに行くんですね。これが本当に健全なアフィリエイトをチェックして

いるのか、非常に疑問です。 

ＥＭＡが認定した有料サイト GREE は非常にお金がかかる。アバターとかいろいろなも

のがあって、それは裸でいると恥ずかしいので、どんどんお金を使って買っていて着せて

いくんですね。子どもがどんどんお金を使うシステムになっていますし、お金がない場合

は友達を招待する。友達をどんどん GREE に招待して、そこに入れると自分がお金をもら

えるんです。どんどんお友達を広げていくという仕組みになっていて、そういう仕組みが、
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この基準には引っかからない。でも、実際、親たち、子どもたちは困っているし、モバゲ

ーもそうですが、被害が出ている。 

こういった事実をどういう基準でクリアしていくのか、OKとしていくのかというのは非

常に難しいんですが、表向きの小ぎれいな基準だけに惑わされないで、実態を見ていくよ

うなシステムなり、機関なり、目なり、私たち保護者、また社会も見ていかなくちゃいけ

ないなと非常に危機感を感じた次第です。 

三つ目、年齢認証の件。年齢認証と言うと、業者さんは、どうやったらいいのか教えて

ください、手だてがないんですとおっしゃいますよね。でも、実際は年齢認証は機能して

いないのと同じだと思います。買う買わない、金銭が絡むものはクレジットカードという

こともあるでしょうが、それ以外の、アダルトサイトを見るとか見ないとか、そういった

ものは年齢認証がありますけれども、機能していないのと同じ。 

一歩踏み込んで、例えばイエスとノーがあります。イエスのほうが微妙に枠が大きいと

か、ほとんどイエス、自動的にそっちを選ぶようになっているとか、そういったものもあ

るので、そういったほうに誘導しないことという義務を課すとか、あなたがうそでこうい

ったサイトに入るとこういったペナルティがありますよという、ペナルティの説明とか告

知、そういったものをキチッと載せさせるとか、そういった細かいところに対応していっ

て、そこを義務化するとか、そういったことが必要になってくるのかなと。 

向こうに対抗するほど細かく、こっちは、誘導するなとか、こういったものを説明しろ

とか、告知しろということ、もっともっといくと、反対のペナルティ、偽申告罪、うそを

言ってこういうサイトに入ったら、例えば青少年だったら親が、罰則までいかないですけ

れども、勧告を受けるとか、そういうところまでいかないといけないのかなと。うそを言

ったらこうだぞという申告罪みたいなものも設定しないといけないようになってくるのか

なと。 

どこまで闘っていくか、どこまで言っていくかというのはあれですけれども、そういっ

た視点も必要なのかと思います。 

私は親の代表ですけれども、子どもが被害にあったり非行をしたり、そういったトラブ

ルに巻き込まれたときに、青少年は守られているので無罪です。でも、うその申告をした

り、うそのいろんな手だてを使っていろんなものを手に入れたりすることがあるので、子

どもは無罪ですけれども、そういった場合に親に、罰則まではいけませんけれども、親に

責任を負わせる。責任があると書いてあるんですから、実際に親に責任を自覚させるよう
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な、子どもが被害にあったり犯罪を犯した場合には、その親に対して罰則なり勧告なり、

責任を自覚させるようなシステム、規定、そういったものも一歩踏み込んでやってもいい

のかなと思います。 

〇前田部会長 ありがとうございました。ご質問を離れて、いまのようなご意見、論点整

理の方向でのご提案みたいなものもあるとありがたいんですが、いかがでしょうか。どな

たからでも。 

〇吉川委員 論点整理の提言というほどのことじゃないんですけど、最近聞いた言葉で印

象に残ったことがあったので申し上げるんですけど、今、ＩＰアドレスの枯渇の問題で、

ＩＰのバージョン４から６に移行するための動きがあるんですが、なかなか関係業界が動

いてくれないんですね。 

 そのときに人というのは二通りあって、ネガティブな動機で動く人と、ポジティブな動

機で動く人とある。例えばＩＰの問題だとすると、このままだとＩＰアドレスが枯渇する

から大変だよというネガティブな動機で、やばいね、じゃ、動こうかというタイプと、Ｉ

ＰＶ６を使うとこんなメリットがある、今ではできないようないろんな技術の可能性があ

るという魅力の部分に食いついてくるタイプと、両方あるんですね。 

テレビコマーシャルというのは、商品の宣伝をするときには、ネガティブ志向の人とポ

ジティブ志向の人両方に食いつくような訴求をするという話なんです。 

例えばケータイのフィルタリングにしても、機能限定ケータイの推進にしても、動機と

して、今のケータイは危険だからというネガティブな動機で動いてくれる保護者もいれば、

機能限定ケータイを使うと学校に持ち込みかできるようになるからとか、フィルタリング

を使うと安くなるとか、そういうポジティブな動機で動く人と両方いることを想定して、

訴求するにしても、二通りのパターンの方を意識した訴求をしていくといいのかなと。 

〇前田部会長 ありがとうございます。具体的な提案のときにはそれがポイントになると

思うんですが、何らかの働きかけの引力がないと、政策をつくっても人が動いてくれない。 

その意味で、１番の「インターネットやケータイとの適切なつき合い方を身につけさせ

るためには」ということで幾つか、これについてはいろんな企業、都庁もずいぶんやって

いらっしゃるわけですよね。文部科学省もいろいろやっている。それぞれまた不十分な面

もある。 

いままでやっているものを、ここのところはどう改善し、さらにつけ加えていくかとい

う感じがあると思うんです。学校に持ち込ませないということだけではだめなんだという
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メッセージが強く出ているんですが、保護者にどう働きかけるか、子ども自身にどう働き

かけるか、いままでやられているものでどこがまだ足りないかということが一つポイント

になってくるかなと思うんですけれども、その他について何か。 

〇住田委員 「子どもたちにインターネットや携帯電話との適切なつき合い方を身につけ

させるためには」というところの論点の中で、「家庭間の格差もあり、すべてを保護者の責

任に帰するのは酷」、これは違っていると私は思います。 

 先ほど新谷さんがおっしゃったように、親が責任をとらなきゃいけないんですよ。親が

責任をとらない限りは、子どものことに関してはだめです。事件を起こすと、いつも出て

くるのは学校の先生であったりします。親は全然見えません。私はやっぱり親が責任をと

るべきだと思っています。この辺は強く言いたいと思っています。 

〇前田部会長 これも非常に大事なご指摘で、ご提言いただく上でポイントになってくる

と思います。ご議論いただいていく一つの柱になっていくと思うんですが、ほかにいかが

でしょうか。 

〇野田委員 今の点に関しまして、７ページに、総務省とか文部科学省とか経済産業省と

かがやっているような取り組みが載っていまして、もう一つ、１９ページ、ＮＴＴドコモ

とかＫＤＤＩとか、民間のケータイ会社が行っている取り組みが載っているんですけれど

も、数が出ているところと出ていないところがあるんですけれども、数を比較すると、例

えばＮＴＴドコモは受講者が１００万人ぐらいいて、これは全国でということですよね。 

〇青山青少年課長 全国です。 

〇野田委員 文部科学省が行っている、７ページにある実施件数も全国ということだと思

うんですが、民間のほうが、今のところ数的には活発にこのような対策を行っているのか

なというイメージですけれども、詳しい先生方がいらっしゃるので、内容的に適切なもの

を行っているのかどうかとか、受講しやすさといいますか、学校とか親が、積極的に呼ん

でやっているんだと思うんですけれども、呼びやすさとか、そういうことでご存じのこと

があって教えていただけるのでしたらお願いいたします。 

〇安川委員 ＫＤＤＩさんもドコモさんの講演会もいろいろ聞かせてもらっていますし、

安川の講演会にも来てもらっています。やっている内容的には、ドコモさんもＫＤＤＩさ

んも同じようなことですけれども、ジレンマがあるということは言っていました。 

 あまり具体的にやってしまうと、そこで子どもたちのケータイ離れが起こってしまって、

恐いから持たないというふうになってしまうとまずいので、こういうふうに使えば安全な
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んだよということまでしか言えないんだというようなことは言っていましたね。ただ、内

容的には、子どもにはすごくわかりやすい内容にはなっていると思います。 

 始めた方に話を聞くと、もともとはドコモとは離れた存在として子どもたちに訴えかけ

ていくということが目的だったみたいですけれども、それによって、ドコモのケータイは

…、なんていうふうになってしまうとまずいので、今はオブラートに包んだような講演に

なっているということは言っていましたね。 

〇前田部会長 回数の比較を野田委員がされたんですが、ｅネットキャラバンは両方にま

たがるということですね、民間と。ｅネットキャラバンをやっているのは純粋な民間とい

うことなんですかね。 

〇青山青少年課長 マルチメディア振興センターが事務局でやっているようです。 

〇前田部会長 それは半分公がプッシュしてやらせているんですよね。 

〇青山青少年課長 経済産業省と文部科学省と両方で。 

〇前田部会長 経済産業省と文部科学省は自分たちの業績として、これだけやっています

と回数を出したりすることもあるんですよね。 

〇青山青少年課長 そうですね。 

〇前田部会長 そこのところをどっちから見るか、どっちから見る必要もなくて、実態と

して、それだけたくさんやっていただけていれば、それはそれで。 

 それと、中身の問題があると思うんですが、それで十分なのか、今、安川委員がご指摘

になったところは、ある意味で一番難しい問題で、経済産業省、総務省は、子どものケー

タイを被害を防ぐというのはもちろん一致しているんですが、ケータイ離れは防がなきゃ

いけないという意識は確かに持っていらっしゃるとは思うんですよね。 

それは日本の全体の国策として、ケータイ離れは絶対に起してはいけないという選択も

あるし、ケータイの利用が少し減っても青少年を守るほうが大事だという選択肢もあり得

る、そこのところが非常に微妙なところだと思うんですけどね。 

ＥＭＡは、利用が今より減るということは考えていない。子どものケータイ利用を減ら

す方向にはならないように基準をという意識がどうしても、ご説明がありましたけれども、

離れているとはいっても、お金を出したところの利益というのは、コンテンツ会社はかな

り大きいわけですよね。 

〇青山青少年課長 ＥＭＡがどうか何とも言えないんですけれども、インターネット環境

整備法自身が、インターネットを使わせないというものではないです。適正な利用を……。 
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〇前田部会長 使わせないという言葉はあれなんですけれども、適正なというときにぶつ

かり合うわけですよね。どの程度まで角をためるかみたいな話なんですね。そこのところ

のスタンスが、この協議会で、どこがお金を出しているかみたいなところが微妙に影響し

てきている感じはしますよね。それに対応して客観的に、そこの基準を通ったところでも

まだ害が出ているかどうかということは非常に大事なポイントになると思っているんです

けどね。 

 今進められているいろいろな努力に対して批判的に申し上げているわけではないんです

が、今やっていることをそのままいけばうまくいくというだけでもないという気はすると

いうことです。 

ご指摘があった、家が責任を負う、親が責任を負うということが、どこで聞いていても、

子どものほうがネットのことは詳しいから親は手も足も出ませんよという逃げ道というか、

それがよく出てくるんですけど、それで本当にいいのか、親として、そこのところにもう

一歩踏み込んで考えていく必要があるんじゃないかという点はあり得るんじゃないかと思

うんですけどね。 

資料２の１番のところでご意見とか、いかがでしょうか。 

〇吉川委員 そこにピンポイントで合うかどうかわからないんですけど、フィルタリング

の普及は今いろんなところで進めているわけで、それによって有害サイトへのアクセスに

起因するトラブルは基本的に防げると思うんですよね。 

ただ、フィルタリングで対処でき得ない問題も一方である。例えばゲーム依存、ゲーム

サイト自体がＥＭＡで認定されているとすれば当然、子どもは使うわけで、そこで長時間

にわたってのゲームの継続による健康面の問題もありますね。あるいは有料の場合には、

先ほどおっしゃったように、お金の使いすぎという影響も出ているわけですよ。 

例えばゲームサイトについては、未成年者が利用するものについては連続何時間までし

か遊べない、連続使用時間が過ぎると、例えば６時間経過しないと再度ログインできない

とか、そんなことは簡単にできるはずなんですね。 

料金についても、未成年者が親の同意を明示的に得ていないような場合には、１ヶ月に

使える課金の上限を設けるとか、そういった部分で児童が受ける被害を防止することはで

きるかなと思うんです。 

それはすごく各論的な話ですけれども、今言ったのは、あくまでフィルタリングでは対

処できない影響の一つの例ですけれども、それがほかにもあるかもわからないので、フィ
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ルタリングのことは、放っておいてもたぶん進んでいくと思うので、そこでカバーできな

いことを改めて洗い出してみて、事業者に要請できることはないかということを検討して

もいいかなと思います。 

〇前田部会長 話がフィルタリングのことにつながっていきましたので、２番はフィルタ

リング中心に論点を出していただいているわけですが、フィルタリングに関して、吉川委

員のほかにご指摘いただくことがありましたら。 

〇鈴木委員 つい先日聞いた話ですけど、小学校の卒業式の後に、子どもがケータイが欲

しいということで、親がついて買いに行ったわけです。そこで、これだけ今、フィルタリ

ングが普及、浸透してきたと言われている中で、一言も言われなかったというんですよ。 

 先ほどからのお話でも、数字的にはかなり伸びていると思うんですけど、実際の現場の

販売員はそういうことがまだあるというのを聞いて、きょうお話を伺っていて、どうなの

かなということを感じていたんですけど、先ほどのペナルティじゃないですけど、浸透す

るためにもっと何かあってもいいのかなということを感じたので、お願いしたいと思うん

ですが。 

〇前田部会長 ありがとうございます。そこは重要なポイントになるんですが、９ページ

の表の見方ですが、１８年、都庁で条例にしても２８％しか実施していなかったのが、２

０年２月には８６％になったとおっしゃっていましたよね。これは子ども向けのケータイ

のフィルタリングということですね。 

〇青山青少年課長 それぞれお店の側に聞いたものですが、健全育成条例の認知度や、健

全育成条例の中でのフィルタリング関係の規定も認知していますかというような流れの中

で、青少年が使う場合にフィルタリングサービスを告知・勧奨していますかといった……。 

〇前田部会長 それが８６％に上がったと。 

〇青山青少年課長 はい。 

〇前田部会長 今の鈴木委員のご指摘も重要ですし、ケータイの売り方を見ていますと、

各社ものすごい競争をしていますよね。売りにくい条件を果たしてどこまで言うだろうか。 

 ＮＴＴでも、フィルタリングを売りにして差別化しようみたいな感じも逆に出てきてい

るのかもしれないですけど、ここのところの実態調査、これはヒアリングでしかないわけ

ですね。お店の側の回答ですか。 

〇青山青少年課長 最近は逆に原則加入になってしまって、デフォルトで入れるようにな

っているので、あえて確認しないという場合があったのかもしれないという気もしないで
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もないんですが。 

〇前田部会長 フィルタリングがちゃんと機能して、中身の問題以上に、そもそもフィル

タリングの載っている機械が売れるようになっていっているかの確認は重要かもしれない

ので。 

その下の、都職員の店舗立入は、インターネットカフェの数字で、これは２７．４％し

かフィルタリングしてないと。 

〇青山青少年課長 これは立ち入ったものの中でということですので、インターネットカ

フェが都内全域で、１４ページで、５７５店あって、フィルタリング対策を実施している

のは１７１店というのは網羅的に調べていただいたんですが、都の職員の店舗立入調査と

いうのは、ある一定の区域を区切りまして、例えば本屋とかカラオケ屋さんとか、条例の

対象になっているようなところを全部調べた中で、ネットカフェについては、例えば１８

歳未満の方の深夜の立入に関して掲示があるかというのも含めまして、フィルタリングを

入れているかどうかを、実際に中に行って店員から聞いたり、見せていただくというよう

なことでやっているものです。 

〇前田部会長 これと、年齢確認をどこまでネットカフェでやっているかということの掛

け合わせになってくると思いますが、子どももネットカフェで、フィルタリングがかかっ

ていないものがかなり自由に使えるということになると、これはケータイというよりパソ

コンのほうになるのかしれないんですけれども、一部抜け道ができちゃうということにな

るわけですね。ここのところがカバーできないと。 

 条例は、インターネットカフェ等のフィルタリングについて、鳥取は刑罰を課している

ということですね。 

〇青山青少年課長 鳥取はネットカフェを含む公共の施設、学校は除くらしいんですが、

不特定多数の方にインターネットの端末を供する場合ということで、主に営利事業者とし

てはネットカフェになりますし、営利じゃないとしても公共施設、公民館とかホテルとか、

その他家電量販店とかいろいろな施設が挙げられているようで、先ほどの徳本先生のお話

のことで思い出したんですが、鳥取で条例を施行する際に、ネットカフェ事業者、何店あ

ったか覚えていませんが、あまり数は多くなかったということで、ネットカフェ事業者を

集めて説明会を行ったということらしいんですが、特段の反対が出なかったという話で、

その話を聞いたときに、鳥取だからなのかなというのを印象として持ったところですが、

都の場合は未成年の深夜立入制限対象施設と同じく、ネットカフェということで対象を絞
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った形です。ほかの条例もインターネットカフェを対象に努力義務を課しているという感

じになります。 

〇前田部会長 フィルタリングの実効性が一つの柱だと思うので、いろんな角度からそれ

について、落ちているところがあれば指摘していくということになろうかと思うんですけ

どね。 

 ３番はかなり抽象的で、企業努力ということで利益相反なんですよね。ＫＤＤＩさんと

かＮＴＴドコモにしてみれば、使ってくれればくれるほどもうかるわけで、有害情報でも

アクセスしてもらったほうが本当はもうかるので、ただ、もちろんもうかればいいなんて

ことではなくやっていらっしゃるだと思うんです。 

 ただ、あんまりもうからなくなって潰れても困るわけで、そのバランスをどこでとるか

ということだと思うんですけどね。 

 ここに挙げられたことで何かご指摘いただくこととか、今後、ほかの論点とのつながり

の中で３番は解消していく面があるのかもしれないんですけれども。企業努力だけを取り

出してどこまで提言できるかというのは難しいかもしれないんですが。 

 ４番、５番、６番、１８歳未満が購入できないものの中には本、有害図書も多いでしょ

うけれども、拳銃とかいろいろほかのものも含めて、それから、バナー広告の問題、どの

程度のものまで、どういう形で抑制するかということですね。 

 バナー広告で相当ひどい問題状況があるわけですね。 

〇青山青少年課長 先ほど新谷委員がおっしゃられたとおりで、あと、これもＥＭＡの方

が言ったんですが、広告の掲出についても別途ワーキンググループを設けるつもりだと。

まだ立ち上がっていないらしいんですが、業界としては、広告の問題は非常に難しいんで

すという言い方をしていて、営業活動という中でなかなか難しいんですよという言い方は

されておりました。 

〇前田部会長 この委員会でも、広告の問題についても踏み込んで、そうすると、広告の

問題性というときには、現実に広告はこういう問題があるから有害になる、こういうもの

は最低限抑制しなきゃいけないという合意形成が必要になってくるんじゃないかと思うん

ですけどね。 

 このあたりで、今後の議論のためにもご指摘いただくことがあればお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。特にはよろしいでしょうか。 

 次回は約１ヶ月後ということになりますかね。 
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〇青山青少年課長 今予定しておりますのが４月２４日、午後２時から５時ぐらいの間で

ということで、もし都合がつけばケータイ各社さん、もしくはＥＭＡの方にもできれば来

てほしいなということで、まだ確約がとれていないというか、年度が変わるので皆さん予

定がつかないということで、一応お声をかけて、来ていただけるようにしたいと思ってお

ります。 

〇前田部会長 きょう出していただいたもので、また、ご意見をいただいたこともつけ加

わるし、整理し直す面があると思いますが、それにもとに、有害情報に関して、最終的に

は提言をまとめていかないといけないわけで、この委員会として、青少年保護の視点とい

うのは青少協のポイントですので、最低限こういう提言だけはしていかなければいけない

ということをまとめ上げていく。次回から動き出すという感じですね。 

 きょういただいたところも非常に重要なところがあると思うんですが、ほかの委員会で

もそうなんですけど、この世界で概念の定義が非常に難しいんですね。有害とは何かとい

うのもいろんな議論があって、違法とは何か、国の委員会もお手伝いすることがあるんで

すけど、お互い当然の前提でしゃべっているようで、意外にすれ違っていたりするんです

ね。 

 ですから、必要に応じてでいいと思うんですが、ある程度議論の切り分けと概念の整理

みたいなものは必要だと。違っちゃってもいいと思うんです。青少協のスタンスははっき

りさせておくということで、その意味では、何が有害かというときに、青少年の視点とか、

健全にどう子どもを育てていくかという視点が抜けちゃうとまずいということだと思いま

すので、事務局のほうでも、そちらを軸にお考えいただきたいと思います。 

 他の県でもいろいろ努力されていて、刑事罰なんて知らなかったんですが、意外に動い

ているのかもしれないので、ＰＴＡの会は全国ネットでやっていらっしゃるわけですよね、

そういうこともぜひ教えていただいて、安川委員なんかずいぶん回っていらっしゃるわけ

ですし、ぜひ教えていただいて、東京は、そういう言い方はちょっと不遜ですが、全国か

ら見ると非常に注目されるわけですね。東京都が変えたら、それに右へならえでやろうと

思っているという発言をいろんなところで聞くわけで、その意味では責任が重いと思いま

すので、全国の議論を踏まえて前に進んで行っていただきたいと思います。 

 きょうのところはこのくらいでよろしいですか。 

 次回のこともご案内いただいたと思いますので、具体的にはご通知いただけるというこ

とですね。 
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〇青山青少年課長 ４月２４日の午後からということですが、会場を含めまして後日ご通

知を申し上げたいと思います。 

〇前田部会長 以上で専門部会の第４回を閉じさせていただきたいと思います。今後とも

よろしくお願いいたします。 

午後８時１３分閉会 


